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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

　（免税軽油の引取り）

第41条の８　省略

２　前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記

載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うと

きは、当該免税証に記名しなければ　　ならない。

　（自動車税の環境性能割の税率）

第42条の４　次に掲げる自動車（法第149条第１項（同条第２項又

は第３項において準用する場合を含む。次項及び第３項において

同じ。）の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する自

動車税の環境性能割の税率は、100分の１とする。

⑴　次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法第149条第１項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。次項第１号において同じ。）

ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法

律第49号）第147条第１号イに規定するエネルギー消費効

率（以下自動車税について「エネルギー消費効率」とい

う。）が同法第145条第１項の規定により定められるエネ

ルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事

項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー消費効

率（以下自動車税について「基準エネルギー消費効率」と

いう。）であつて令和12年度以降の各年度において適用さ

れるべきものとして定められたもの（以下この項、次項、

第４項及び第５項において「令和12年度基準エネルギー消

費効率」という。）に100分の65を乗じて得た数値以上で

あること。

ウ　エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

令和２年度以降の各年度において適用されるべきものとし�

て定められたもの（以下この項、次項、第４項及び第５項�

　（免税軽油の引取り）

第41条の８　省略

２　前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記

載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うと

きは、当該免税証に記名押印しなければならない。

　（自動車税の環境性能割の税率）

第42条の４　次に掲げる自動車（法第149条第１項（同条第２項　

　　　　において準用する場合を含む。次項及び第３項において

同じ。）の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する自

動車税の環境性能割の税率は、100分の１とする。

⑴　次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法第149条第１項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。次項第１号において同じ。）

ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法

律第49号）第147条第１号イに規定するエネルギー消費効

率（以下自動車税について「エネルギー消費効率」とい

う。）が同法第145条第１項の規定により定められるエネ

ルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事

項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー消費効

率（以下自動車税について「基準エネルギー消費効率」と

いう。）であつて令和２年度以降の各年度において適用さ

れるべきものとして定められたもの（以下この項、次項及

び第４項　　　　において「令和２年度基準エネルギー消

費効率」という。）　　　　　　　　　　　　　�以上で

あること。

○愛媛県条例第40号

　愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。
　　令和３年３月31日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

　愛媛県県税賦課徴収条例（昭和25年愛媛県条例第21号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

条　　　　例
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において「令和２年度基準エネルギー消費効率」とい

う。）以上であること。

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効

率に100分の75�を乗じて得た数値以上であること。

ウ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

ウ　道路運送車両法第40条第３号に規定する車両総重量（以下

この項及び次項において「車両総重量」という。）が2.5ト

ン以下のバス　　　　　　のうち、次のいずれにも該当する

もので地方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　以上であること。

エ　車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれ

にも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定め�

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定め�

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとし�

て定められたもの（以下この項、次項、第４項及び第５項�

において「平成27年度基準エネルギー消費効率」とい

う。）に100分の120を乗じて得た数値以上であること。

オ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略�

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

カ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。

⑵　次に掲げる石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車をいい、法第149条第１項第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。次項第２号において同じ。）

ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

ウ　道路運送車両法第40条第３号に規定する車両総重量（以下

この項及び次項において「車両総重量」という。）が2.5ト

ン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので地方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（以下この項、次項及び第４項において

「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。）に100

分の115を乗じて得た数値以上であること。

エ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

オ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

⑵　次に掲げる石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車をいい、法第149条第１項第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。次項第２号において同じ。）

ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効
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率に100分の65を乗じて得た数値以上であること。

ウ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効

率に100分の75�を乗じて得た数値以上であること。

ウ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

⑶　次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法第149条第１項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。次項第３号において同じ。）

ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　道路運送車両法第41条第１項の規定により平成30年10月

１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス

保安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号及

び次項第３号において「平成30年軽油軽中量車基準」とい

う。）又は同条第１項の規定により平成21年10月１日以降�

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準

で同省令で定めるもの（以下この号及び次項第３号におい

て「平成21年軽油軽中量車基準」という。）に適合するこ

と。

イ　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効

率に100分の65を乗じて得た数値以上であること。

ウ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基

準に適合すること。

イ　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効

率に100分の75を乗じて得た数値以上であること。

ウ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

ウ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年軽油軽中量車基準　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に適合すること。

ｂ　平成21年軽油軽中量車基準　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状

物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素�

酸化物及び粒子状物質の値の10分の９を超えないこと。

率　　　　　　　　　　　　　以上であること。

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

⑶　次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法第149条第１項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。次項第３号において同じ。）

ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　道路運送車両法第41条第１項の規定により平成30年10

月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出�

ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるもの（次項第�

３号において「平成30年軽油軽中量車基準」という。）�

に適合すること。

ｂ　道路運送車両法第41条第１項の規定により平成21年10

月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出

ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下こ

の号及び次項第３号において「平成21年軽油軽中量車基�

準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状

物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素�

酸化物及び粒子状物質の値の10分の９を超えないこと。
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イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

エ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。

オ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　道路運送車両法第41条第１項の規定により平成28年10�

月１日（車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のもの�

にあつては、平成30年10月１日）以降に適用されるべき�

ものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行

規則で定めるもの（次項第３号エアにおいて「平成28年

軽油重量車基準」という。）に適合すること。

ｂ　道路運送車両法第41条第１項の規定により平成21年10�

月１日（車両総重量が12トン以下のものにあつては、平�

成22年10月１日）以降に適用されるべきものとして定め�

られた排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるも

の（以下この号及び次項第３号エアにおいて「平成21年

軽油重量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に�

定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の９を超え�

ないこと。

イ　省略

２　次に掲げる自動車（法第149条第１項及び前項（第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの

を除く。）に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、100

分の２とする。

⑴　次に掲げるガソリン自動車

ア　　　　　乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効

率に100分の60�を乗じて得た数値以上であること。

ウ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

ウ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　道路運送車両法第41条第１項の規定により平成28年10�

月１日（車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のもの�

にあつては、平成30年10月１日）以降に適用されるべき�

ものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行

規則で定めるもの（次項第３号ウアにおいて「平成28年

軽油重量車基準」という。）に適合すること。

ｂ　道路運送車両法第41条第１項の規定により平成21年10�

月１日（車両総重量が12トン以下のものにあつては、平�

成22年10月１日）以降に適用されるべきものとして定め�

られた排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるも

の（以下この号及び次項第３号　　において「平成21年

軽油重量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に�

定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の９を超え�

ないこと。

イ　省略

エ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

ア　平成21年軽油重量車基準に適合すること。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

２　次に掲げる自動車（法第149条第１項及び前項（第４項　　　

　　において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの

を除く。）に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、100

分の２とする。

⑴　次に掲げるガソリン自動車

ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定め�

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。
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イ　車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのうち、次

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。

ウ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

エ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

⑵　石油ガス自動車（乗用車に限る。）のうち、次のいずれにも

該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ア　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

イ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率

に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

ウ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率

以上であること。

⑶　次に掲げる軽油自動車

ア　乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

ア　平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基

準に適合すること。

イ　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効

率に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定め�

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

ウ　車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのうち、次

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

エ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率　　　　　　　　　　　　　　以上であること。

オ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

⑵　次に掲げる石油ガス自動車

ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定め�

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定め�

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

ア　次のいずれかに該当すること。

ａ　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定め�

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定め�

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

⑶　次に掲げる軽油自動車
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ウ　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

ウ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

エ　省略

３　法第149条第１項及び前２項（これらの規定を次項又は第５項

において準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける自動車以

外の自動車に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、100

分の３とする。

４　第１項（第１号アからエまでに係る部分に限る。）及び第２項

（第１号ア及びイ　　に係る部分に限る。）の規定は、令和12年

度基準エネルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規

則で定める方法並びに令和２年度基準エネルギー消費効率及び平

成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として同省令　

　　　　で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していな

い自動車であつて、平成22年度基準エネルギー消費効率（基準エ

ネルギー消費効率であつて、平成22年度以降の各年度において適

用されるべきものとして定められたものをいう。）を算定する方

法として同省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定し

ているものについて準用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

第１項第１
号アイ

令和12年度以降 省略

以下この項、次項、第
４項及び第５項におい
て「令和12年度基準エ
ネルギー消費効率」と
いう。）に100分の65

以下この号及び次項第
１号において「平成22
年度基準エネルギー消
費効率」という。）に
100分 の141　　　　　
　　　　

第１項第１
号アウ

基準エネルギー消費効
率であつて令和２年度
以降の各年度において
適用されるべきものと
して定められたもの
（以下この項、次項、
第４項及び第５項にお
いて「令和２年度基準
エネルギー消費効率」
という。）

平成22年度基準エネル
ギー消費効率に100分�
の150を乗じて得た数�
値

ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率　　　　　　　　　　　　　　以上であること。

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

ア　省略

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

ウ　省略

エ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

ア　平成21年軽油重量車基準に適合すること。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効

率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

３　法第149条第１項及び前２項（これらの規定を次項　　　　　

において準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける自動車以

外の自動車に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、100

分の３とする。

４　第１項（第１号アからウまでに係る部分に限る。）及び第２項

（第１号アからウまでに係る部分に限る。）の規定は、　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　令和２年度基準エネルギー消費効率及び平

成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として地方税法

施行規則で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していな

い自動車であつて、平成22年度基準エネルギー消費効率（基準エ

ネルギー消費効率であつて、平成22年度以降の各年度において適

用されるべきものとして定められたものをいう。）を算定する方

法として同省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定し

ているものについて準用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

第１項第１
号アイ

令和２年度以降 省略

以下この項、次項及び
第４項　　　　におい
て「令和２年度基準エ
ネルギー消費効率」と
いう。）　　　　��　

以下この号及び次項第
１号において「平成22
年度基準エネルギー消
費効率」という。）に
100分の150を乗じて得
た数値
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第１項第１

号イイ

令和12年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の75

平成22年度基準エネル

ギー消費効率に100分

の162

第１項第１

号イウ及び

ウイ

令和２年度基準エネル

ギー消費効率

平成22年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の150を乗じて得た数�

値

第１項第１

号エイ

　　　　　　　　　　

基準エネルギー消費効

率であつて平成27年度�

以降の各年度において

適用されるべきものと

して定められたもの

（以下この項、次項、　

第４項及び第５項にお

いて「平成27年度基準

エネルギー消費効率」

という。）に100分 の

120

平成22年度基準エネル

ギー消費効率に100分

の150

第２項第１

号アイ

令和12年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の60

平成22年度基準エネル

ギー消費効率に100分

の130

第２項第１

号アウ

省略

第２項第１

号イイ

平成27年度基準エネル

ギー消費効率に100分

の115

平成22年度基準エネル

ギー消費効率に100分

の144

５　第１項（第１号ア及びイ、第２号並びに第３号ア及びイに係る

部分に限る。）及び第２項（第１号ア、第２号及び第３号アに係

る部分に限る。）の規定は、令和12年度基準エネルギー消費効率

を算定する方法として地方税法施行規則で定める方法によりエネ

ルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和２年度基

準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を

算定する方法として同省令で定める方法によりエネルギー消費効

率を算定しているものについて準用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第１項第１

号アイ

令和12年度以降 令和２年度以降

令和12年 度 基準エネ

ルギー消費効率」とい

う。）に100分の65

令和２年度基準エネル

ギー消費効率」とい

う。）に100分の94

第１項第１

号アウ

基準エネルギー消費効

率であつて令和２年度

以降の各年度において

適用されるべきものと

して定められたもの

（以下この項、次項、

第４項及び第５項にお

いて「令和２年度基準

エネルギー消費効率」

という。）

令和２年度基準エネル

ギー消費効率

第１項第１

号イイ

令和12年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の75

令和２年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の109

第１項第１

号イイ

令和２年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の110

平成22年度基準エネル

ギー消費効率に100分

の165

第１項第１

号ウイ

エネルギー消費効率が

基準エネルギー消費効

率であつて平成27年度�

以降の各年度において

適用されるべきものと

して定められたもの

（以下この項、次項及

び第４項　　　　にお

いて「平成27年度基準

エネルギー消費効率」

という。）に100分 の

115

平成22年度基準エネル

ギー消費効率に100分

の144

第２項第１

号アイ

平成27年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の110

平成22年度基準エネル

ギー消費効率に100分

の138

第２項第１

号イイ

省略

第２項第１

号ウイ

平成27年度基準エネル

ギー消費効率に100分

の110

平成22年度基準エネル

ギー消費効率に100分

の138

�
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第１項第２

号アイ

令和12年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の65

令和２年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の94

第１項第２

号イイ

令和12年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の75

令和２年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の109

第１項第３

号アイ

令和12年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の65

令和２年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の94

第１項第３

号イイ

令和12年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の75

令和２年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の109

第２項第１

号アイ、第

２号イ及び

第３号アイ

令和12年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の60

令和２年度基準エネル

ギー消費効率に100分�

の87

　　　附　則

　（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除

の特例）

第７条の４の４　省略

２　県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロ

ナウイルス感染症特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた

場合における附則第７条の４の２第１項及び第３項並びに前条第

３項の規定の適用については、附則第７条の４の２第１項中「令

和15年度」とあるのは「令和17年度」と、同項及び同条第３項並

びに前条第３項中「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。

（住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特�

例）

第20条　平成18年４月１日から令和６年３月31日までの間に住宅

又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第

19条の２の２の規定にかかわらず、100分の３とする。

（新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の

取得に対する不動産取得税の減額等の特例）

第22条　法第73条の24第３項に規定する耐震基準不適合既存住宅を

取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の法第73条の27の２第１項�

に規定する耐震改修に係る契約を令附則第38条に規定する日まで�

に締結している個人が、新型コロナウイルス感染症（病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華

人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有す�

ることが新たに報告されたものに限る。）である感染症をい

う。）及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改

修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から６月以

内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき地

方税法施行規則で定めるところにより証明がされた場合におい

て、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和４年

３月31日までにその者の居住の用に供したとき（当該耐震基準不

適合既存住宅を当該耐震改修の日から６月以内にその者の居住の

用に供した場合に限る。）は、第19条の６の規定の適用について

は、同条中「第73条の27の２第１項」とあるのは、「第73条の27

の２第１項（法附則第62条第１項において読み替えて適用する場

合を含む。）」とする。

（自動車税の環境性能割の税率の特例）

�

　　　附　則

　（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除

の特例）

第７条の４の４　省略

（住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特�

例）

第20条　平成18年４月１日から令和３年３月31日までの間に住宅

又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第

19条の２の２の規定にかかわらず、100分の３とする。

（新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の

取得に対する不動産取得税の減額等の特例）

第22条　法第73条の24第３項に規定する耐震基準不適合既存住宅を

取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の法第73条の27の２第１項�

に規定する耐震改修に係る契約を令附則第38条に規定する日まで�

に締結している個人が、新型コロナウイルス感染症（新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）附則第１条の�

２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をい

う。）及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改

修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から６月以

内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき地�

方税法施行規則で定めるところにより証明がされた場合におい

て、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和４年

３月31日までにその者の居住の用に供したとき（当該耐震基準不

適合既存住宅を当該耐震改修の日から６月以内にその者の居住の

用に供した場合に限る。）は、第19条の６の規定の適用について

は、同条中「第73条の27の２第１項」とあるのは、「第73条の27

の２第１項（法附則第62条第１項において読み替えて適用する場

合を含む。）」とする。

（自動車税の環境性能割の税率の特例）
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令和３年３月31日 第193号外１

第22条の９　営業用の自動車に対する第42条の４第１項及び第２項

（これらの規定を同条第４項又は第５項において準用する場合を

含む。）並びに同条第３項の規定の適用については、当分の間、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１項（第４項又は第５項において

準用する場合を含む。）

省略

第２項（第４項又は第５項において

準用する場合を含む。）

省略

省略

２　自家用の乗用車に対する第42条の４第２項（同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）

及び第３項の規定の適用については、当該自家用の乗用車の取得

が令和元年10月１日から令和３年12月31日までの間に行われたと

きに限り、同条第２項中「100分の２」とあるのは「100分の１」�

と、同条第３項中「100分の３」とあるのは「100分の２」とす�

る。

　（自動車税の種別割の税率の特例）

第23条　次に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とする自動

車で内燃機関を有しないものをいう。以下この条及び次条第３項

において同じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃

機関の燃料として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるもの

をいう。以下この条及び次条第３項において同じ。）、メタノー

ル自動車（専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車

で同省令で定めるものをいう。同項において同じ。）、混合メタ

ノール自動車（メタノールとメタノール以外のものとの混合物で

同省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で同省

令で定めるものをいう。同項において同じ。）及びガソリンを内

燃機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する自

動車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源として用

いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えているこ

とにより大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第２条第17項に

規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定

めるものをいう。次項第３号及び次条第３項において同じ。）並

びに自家用の乗用車（三輪の小型自動車であるものを除く。以下

この条及び次条において同じ。）、キャンピング車、第43条第１�

項第３号に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除

く。）に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の

種別割に係る同項及び同条第２項の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴　第42条の４第１項第１号に規定するガソリン自動車（以下こ

の条において「ガソリン自動車」という。）又は同項第２号に

規定する石油ガス自動車（以下この条において「石油ガス自動

車」という。）で平成22年３月31日までに最初の第42条の２第

３項に規定する新規登録（以下この条及び次条において「初回

新規登録」という。）を受けたもの　初回新規登録を受けた日

から起算して14年を経過した日の属する年度

⑵　第42条の４第１項第３号に規定する軽油自動車（以下この条

において「軽油自動車」という。）その他の前号に掲げる自動

車以外の自動車で平成24年３月31日までに初回新規登録を受け

たもの　初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した

第22条の９　営業用の自動車に対する第42条の４第１項及び第２項

（これらの規定を同条第４項　　　　　において準用する場合を

含む。）並びに同条第３項の規定の適用については、当分の間、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１項（第４項　　　　　において

準用する場合を含む。）

省略

第２項（第４項　　　　　において

準用する場合を含む。）

省略

省略

２　自家用の乗用車に対する第42条の４第２項（同条第４項　　　

　　において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）

及び第３項の規定の適用については、当該自家用の乗用車の取得

が令和元年10月１日から令和３年３月31日までの間に行われたと

きに限り、同条第２項中「100分の２」とあるのは「100分の１」�

と、同条第３項中「100分の３」とあるのは「100分の２」とす�

る。

　（自動車税の種別割の税率の特例）

第23条　次に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とする自動

車で内燃機関を有しないものをいう。次項第１号及び次条第３項

において同じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃

機関の燃料として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるもの

をいう。次項第２号及び次条第３項において同じ。）、メタノー

ル自動車（専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車

で同省令で定めるものをいう。同項において同じ。）、混合メタ

ノール自動車（メタノールとメタノール以外のものとの混合物で

同省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で同省

令で定めるものをいう。同項において同じ。）及びガソリンを内

燃機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する自

動車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源として用

いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えているこ

とにより大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第２条第16項に

規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定

めるものをいう。次項第３号及び次条第３項において同じ。）並

びに自家用の乗用車（三輪の小型自動車であるものを除く。以下

この条及び次条において同じ。）、キャンピング車、第43条第１�

項第３号に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除

く。）に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の

種別割に係る同項及び同条第２項の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴　第42条の４第１項第１号に規定するガソリン自動車（以下こ

の条において「ガソリン自動車」という。）又は同項第２号に

規定する石油ガス自動車（以下この条において「石油ガス自動

車」という。）で平成20年３月31日までに最初の第42条の２第

３項に規定する新規登録（以下この条及び次条において「初回

新規登録」という。）を受けたもの　初回新規登録を受けた日

から起算して14年を経過した日の属する年度

⑵　第42条の４第１項第３号に規定する軽油自動車（次項第６号

において「軽油自動車」という。）その他の前号に掲げる自動

車以外の自動車で平成22年３月31日までに初回新規登録を受け

たもの　初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した
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令和３年３月31日 第193号外１

日の属する年度

省略

２　次に掲げる自動車に対する第43条第１項及び第２項の規定の適

用については　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　、当該自動車が令和２年４月１日から令和３年３月31日

までの間に初回新規登録を受けた場合には令和３年度分の自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条　の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴　省略

⑵　天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条第１項の規定

により平成30年10月１日以降に適用されるべきものとして定め

られた第42条の４第１項第１号アアａに規定する排出ガス保安

基準で地方税法施行規則で定めるもの（第５項第２号において

「平成30年天然ガス車基準」という。）に適合するもの又は同

法第41条第１項の規定により平成21年10月１日（同法第40条第�

３号に規定する車両総重量が3.5トンを超え12トン以下のもの

にあつては、平成22年10月１日）以降に適用されるべきものと�

して定められた第42条の４第１項第１号アアａに規定する排出

ガス保安基準で同省令で定めるもの（以下この号及び第５項第

２号において「平成21年天然ガス車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定

める窒素酸化物の値の10分の９を超えないもので同省令で定め

るもの

⑶　省略

⑷　ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第42条の４第

１項第１号アアａに規定する平成30年ガソリン軽中量車基準

（以下この条において「平成30年ガソリン軽中量車基準」とい

う。）に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は

窒素酸化物の排出量が同号アアｂ　　　　　　に規定する平成

17年ガソリン軽中量車基準（以下この条において「平成17年ガ

ソリン軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の値の４

分の１を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同号ア

ウ　　　　　　に規定する令和２年度基準エネルギー消費効率

（以下この条において「令和２年度基準エネルギー消費効率」

という。）に100分の130を乗じて得た数値以上のもので地方税

法施行規則で定めるもの

⑸　石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第42条の４第

１項第２号アアａに規定する平成30年石油ガス軽中量車基準

（以下この条において「平成30年石油ガス軽中量車基準」とい

う。）に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は

窒素酸化物の排出量が同号アアｂ　　　　　　に規定する平成

17年石油ガス軽中量車基準（以下この条において「平成17年石

油ガス軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の値の４

分の１を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和２

年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以

日の属する年度

省略

２　次に掲げる自動車に対する第43条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車（自家用の乗用車及びキャンピング車

を除く。）が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に

初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割

（法第177条の10第１項又は第２項の規定により当該自動車の所

有者に対して月割をもつて課されるものに限る。）に限り、当該

自動車が平成31年４月１日（自家用の乗用車及びキャンピング車

にあつては、令和元年10月１日）から令和２年３月31日までの間

に初回新規登録を受けた場合には令和２年度分の自動車税の種別

割に限り、当該自動車が令和２年４月１日から令和３年３月31日

までの間に初回新規登録を受けた場合には令和３年度分の自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる第43条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴　省略

⑵　天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条第１項の規定

により平成30年10月１日以降に適用されるべきものとして定め

られた第42条の４第１項第１号アアａに規定する排出ガス保安

基準で地方税法施行規則で定めるもの　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　に適合するもの又は同

法第41条第１項の規定により平成21年10月１日（同法第40条第�

３号に規定する車両総重量が3.5トンを超え12トン以下のもの

にあつては、平成22年10月１日）以降に適用されるべきものと�

して定められた第42条の４第１項第１号アアａに規定する排出

ガス保安基準で同省令で定めるもの（以下この号　　　　　　

　　において「平成21年天然ガス車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定

める窒素酸化物の値の10分の９を超えないもので同省令で定め

るもの

⑶　省略

⑷　ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第42条の４第

１項第１号アアａに規定する平成30年ガソリン軽中量車基準

（次項第１号において「平成30年ガソリン軽中量車基準」とい

う。）に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は

窒素酸化物の排出量が同条第１項第１号アアｂに規定する平成

17年ガソリン軽中量車基準（次項第１号において「平成17年ガ

ソリン軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の値の４

分の１を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第

１項第１号アイに規定する令和２年度基準エネルギー消費効率

（以下この条において「令和２年度基準エネルギー消費効率」

という。）に100分の130を乗じて得た数値以上のもので地方税

法施行規則で定めるもの

⑸　石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第42条の４第

１項第２号アアａに規定する平成30年石油ガス軽中量車基準

（次項第２号において「平成30年石油ガス軽中量車基準」とい

う。）に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は

窒素酸化物の排出量が同条第１項第２号アアｂに規定する平成

17年石油ガス軽中量車基準（次項第２号において「平成17年石

油ガス軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の値の４

分の１を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和２

年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以
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上のもので地方税法施行規則で定めるもの

⑹　軽油自動車のうち、第42条の４第１項第３号アア　に規定す

る平成30年軽油軽中量車基準（以下この条において「平成30年

軽油軽中量車基準」という。）又は同号アアに規定する平成21

年軽油軽中量車基準（以下この条において「平成21年軽油軽中

量車基準」という。）に適合する乗用車

省略

３　次に掲げる自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）

に対する第43条第１項及び第２項の規定の適用については　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、当該自動

車が令和２年４月１日から令和３年３月31日までの間に初回新規

登録を受けた場合には令和３年度分の自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる同条　の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴・⑵　省略

省略

４　第２項第１号から第３号まで　　　　に掲げる自動車のうち、

自家用の乗用車及びキャンピング車に対する第43条第１項の規定

の適用については、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車

が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回新規登

録を受けた場合には令和４年度分の自動車税の種別割に限り、当

該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には令

和５年度分の自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

５　次に掲げる自動車（自家用の乗用車及びキャンピング車を除

く。）に対する第43条第１項及び第２項の規定の適用について

は、当該自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの

間に初回新規登録を受けた場合には令和４年度分の自動車税の種

別割に限り、当該自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31

日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和５年度分の自動

車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

⑴　電気自動車

⑵　天然ガス自動車のうち、平成30年天然ガス車基準に適合する

もの又は平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物

の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の

10分の９を超えないもので地方税法施行規則で定めるもの

⑶　第２項第３号に規定する充電機能付電力併用自動車

⑷　ガソリン自動車（営業用の乗用車に限る。）のうち、窒素酸

化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸�

化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が

上のもので地方税法施行規則で定めるもの

⑹　軽油自動車のうち、第42条の４第１項第３号アアａに規定す

る平成30年軽油軽中量車基準又は同号アアｂ　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に規定する平成21

年軽油軽中量車基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　に適合する乗用車

省略

３　次に掲げる自動車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に対する第43条第１項及び第２項の規定の適用については、当該

自動車（自家用の乗用車及びキャンピング車を除く。）が平成30

年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回新規登録を受け

た場合には令和元年度分の自動車税の種別割（法第177条の10第

１項又は第２項の規定により当該自動車の所有者に対して月割を

もつて課されるものに限る。）に限り、当該自動車が平成31年４

月１日（自家用の乗用車及びキャンピング車にあつては、令和元

年10月１日）から令和２年３月31日までの間に初回新規登録を受

けた場合には令和２年度分の自動車税の種別割に限り、当該自動

車が令和２年４月１日から令和３年３月31日までの間に初回新規

登録を受けた場合には令和３年度分の自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる第43条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴・⑵　省略

省略

４　第２項（第４号及び第５号を除く。）に掲げる自動車のうち、

自家用の乗用車及びキャンピング車に対する第43条第１項の規定

の適用については、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車

が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回新規登

録を受けた場合には令和４年度分の自動車税の種別割に限り、当

該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には令

和５年度分の自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。
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平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分

の１を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第42条の

４第１項第１号アイに規定する令和12年度基準エネルギー消費

効率（以下この項及び次項において「令和12年度基準エネルギ�

ー消費効率」という。）に100分の90を乗じて得た数値以上か

つ令和２年度基準エネルギー消費効率以上のもので地方税法施

行規則で定めるもの

⑸　石油ガス自動車（営業用の乗用車に限る。）のうち、窒素酸

化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が

平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分

の１を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和12年

度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上

かつ令和２年度基準エネルギー消費効率以上のもので地方税法

施行規則で定めるもの

⑹　軽油自動車（営業用の乗用車に限る。）のうち、平成30年軽

油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合するもの

であつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消

費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和２年度基準

エネルギー消費効率以上のもので地方税法施行規則で定めるも

の

６　次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車（前項の規定の適用

を受けるものを除く。）に対する第43条第１項の規定の適用につ

いては、当該営業用の乗用車が令和３年４月１日から令和４年３

月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和４年度分の

自動車税の種別割に限り、当該営業用の乗用車が令和４年４月１

日から令和５年３月31日までの間に初回新規登録を受けた場合に

は令和５年度分の自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。

⑴　ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソ

リン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな

いもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基�

準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであつ

て、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率

に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和２年度基準エネル

ギー消費効率以上のもので地方税法施行規則で定めるもの

⑵　石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年石油

ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな

いもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基�

準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであつ

て、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率

に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和２年度基準エネル

ギー消費効率以上のもので地方税法施行規則で定めるもの

⑶　軽油自動車のうち、平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年

軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効

率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて

得た数値以上かつ令和２年度基準エネルギー消費効率以上のも

ので地方税法施行規則で定めるもの

　　　附　則

　（施行期日）
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令和３年３月31日　発行

１　この条例は、令和３年４月１日から施行する。
　（自動車税に関する経過措置）
２　改正後の愛媛県県税賦課徴収条例第42条の４及び附則第22条の９の規定は、この条例の施行の日以後に取得された自動車に対して課す
べき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例
による。
３　改正後の愛媛県県税賦課徴収条例附則第23条の規定は、令和３年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和２年度分ま
での自動車税の種別割については、なお従前の例による。
　（愛媛県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）
４　愛媛県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例（平成28年愛媛県条例第12号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

　　　附　則

　（不動産取得税の不均一課税の特例）

２　この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間に第３条第

２項に規定する土地の取得が行われた場合における同項の規定の

適用については、同項中「第19条の２の２」とあるのは「第19条�

の２の２及び附則第20条」と、「100分の0.4」とあるのは「100�

分の0.3」とする。

　　　附　則

　（不動産取得税の不均一課税の特例）

２　この条例の施行の日から令和３年３月31日までの間に第３条第

２項に規定する土地の取得が行われた場合における同項の規定の

適用については、同項中「第19条の２の２」とあるのは「第19条�

の２の２及び附則第20条」と、「100分の0.4」とあるのは「100�

分の0.3」とする。


